
 

事 務 連 絡 

令和５年 5 月 12 日 

組合員 各位 

首都圏デジタル産業健康保険組合 

 

直営保養所「伊豆さくら山荘」の新型コロナウイルス感染症対策について 

 

平素より、健康保険組合の事業運営にあたり、ご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

伊豆さくら山荘では、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一部の施設の利用等の制限を行って 

おりましたが、新型コロナウイルス感染症が令和 5 年 5 月 8 日から「5 類感染症」に移行し、宿泊施設

における新型コロナウイルス対応ガイドラインが廃止されたことを受け、下記の事項を除き 

令和 5 年 5 月 12 日をもちまして制限を解除いたします。 

 今後ともご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
 

記 

 

１．令和 5 年 7 月 1 日宿泊分から制限を解除するもの 
    

  １組あたりの人数制限（１組 10 名様まで）/２連泊でのご利用/テニスコートの午前中のご利用※ 
 

※ 7 月 1 日宿泊分より、テニスコートの午前中の利用時間を変更いたします。 

[ 従来 ] ９時～１２時 → [ 7 月 1 日以降 ] ９時～１１時 

 

２．廃止するサービス等 
   

  朝食のミニバイキング※1/連泊時の昼食提供※2/マッサージチェア/ぬり絵コーナー/一部イベント 
   

※1 コロナ禍以前にミニバイキング形式としていたものを感染対策の一環として中止しておりましたが、 

今後も夕食同様にお一人ずつ個別にご用意いたします。 

※2 弁当業者への注文受付に変更予定。 

 

３．継続する感染症対策 
 

  ・館内の換気や各所のアルコール消毒、一部パーテーションの設置等（適宜行います） 

  ・発熱や風邪などの症状がある方、伝染病に感染している方やその疑いがある方については、 

伝染病感染拡大防止の観点から引き続きご利用をお控えください（「利用ルール」に追記）。 

  ※マスクの着用につきましては、令和 5年 5月 12日以降はご利用になる方の判断に委ねることを基本といたします。 

 

４．カラオケルーム及び宴会場のご利用は、諸事情により当面の間利用を中止いたします。 

 

以上 

 
 

[ 本件のお問い合せ先 ] 

首都圏デジタル産業健康保険組合 

TEL  ：045-534-7152（平日 9:00～17:00） 

E-mail：izunet@sdi-kenpo.or.jp 

伊豆さくら山荘 

TEL：0557-54-5656 


